
 

 

別紙 

知的財産権等の取扱い 

 

（目的） 

第１条 本条項は、特定非営利活動法人 高度 IT 人材アカデミー（以下「甲」という。）

と○○○○株式会社（以下「乙」という。）が締結した、福岡県ふるさと雇用再生特

別基金事業「Ruby ビジネス雇用創出支援事業」委託業務契約書第１５条の規定に基

づき、知的財産権等の取扱いについて定めることを目的とする。  

 

（知的財産権等の定義）  

第２条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。  

（１）特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、

意匠登録を受ける権利（以下「産業財産権」と総称する。）  

（２）著作権（著作権法(昭和４５年法律第４８号)第２１条から第２８条までに規定

するすべての権利を含む）並びに外国における上記各権利に相当する権利（以下

「著作権」と総称する。） 

（３）技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のある

もの（以下「ノウハウ」という。）を使用する権利  

２ この契約書において、「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。  

（１）発明 

（２）考案 

（３）意匠及びその創作  

（４）著作物及びその創作 

（５）ノウハウ及びその案出 

３ この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法（昭和３４年法律第１２１

号）第２条第３項に定める行為、実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）第２条第

３項に定める行為、意匠法（昭和３４年法律第１２５号）第２条第３項に定める行為、

著作権法第２１条から第２８条までに規定するすべての権利に基づき著作物を利用

する行為並びにノウハウを使用する行為をいう。 

 

（知的財産権の帰属） 

第３条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に

届け出たときは、委託業務の成果に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 

（１）乙は、委託業務の成果に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、第５条の規

定に基づいて、その旨を甲に報告する。  

（２）乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして

求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。  

（３）乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的

財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合に

おいて、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその

理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許

諾する。 

２ 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を譲り受

けるものとする。 

３ 乙は、第１項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たし

ておらず、更に満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当



 

 

該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。  

 

（成果の利用行為） 

第４条 乙は、第３条第１項の規定にかかわらず、委託業務により納入された著作物に

係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲内において、甲が実施

する権利及び甲が第三者に実施を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。  

２ 乙は、甲及び第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。

また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人

格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。  

３ 乙は、委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、

委託業務による成果である旨を明示するものとする。  

 

（知的財産権の報告） 

第５条 乙は、委託業務の成果に係る産業財産権の出願又は申請を行ったときは、出願

の日から６０日以内に、産業財産権出願通知書を甲に提出しなければならない。  

２ 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、

特許法施行規則第２３条第６項及び同規則様式２６備考２４等を参考にして、当該出

願書類に県の委託に係る研究の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。 

３ 乙は、第１項に係る産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けた場合には、設

定の登録等の日から６０日以内に、産業財産権通知書を甲に提出しなければならない。 

４ 乙は、委託業務により作成し甲に納入する著作物については、当該著作物の納入後

６０日以内に、著作物通知書を甲に提出しなければならない。  

５ 乙は、委託業務の成果に係る産業財産権を自ら実施したとき及び第三者にその実施

を許諾したときは、甲に対して産業財産権実施届出書を遅滞なく提出しなければなら

ない。 

６ 乙は、委託業務の成果に係る産業財産権以外の知的財産権について、甲の求めに応

じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により報告しなければな

らない。 

 

（知的財産権の譲渡） 

第６条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を甲以外の第三者に譲渡する場合には、

当該譲渡を行う前に、譲渡通知書を甲に提出するとともに、第３条、第４条、第５条、

第７条、第８条及び第９条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させな

ければならない。 

 

（知的財産権の実施許諾）  

第７条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾

する場合には、第３条、第４条、第９条並びに次項の規定の適用に支障を与えないよ

う当該第三者に約させなければならない。  

２ 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権その

他の日本国内において排他的に実施する権利を許諾する場合には、専用実施権等設定

承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託業務の成

果に係る発明等により生産される物が、日本国内において生産されることを当該第三

者に約させた場合は、この限りではない。  

 

（知的財産権の放棄） 



 

 

第８条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前 

に、その旨を甲に報告しなければならない。  

 

（ノウハウの指定） 

第９条 甲及び乙は、協議の上、委託業務の成果に係るノウハウについて、速やかに指

定するものとする。 

２ ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。  

３ 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙協議の上、決定するものとし、原則として、委託

業務完了の翌日から起算して５年間とする。ただし、指定後において必要があるとき

は、甲、乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。  

 

（知的財産権の管理） 

第１０条 乙は、第３条第２項に該当する場合、委託業務の成果に係る発明等の次の各

号に掲げる手続については、甲の名義により行うものとする。  

（１）特許権、実用新案権、意匠権に係る権利にあっては、出願から権利の成立に係

る登録まで必要となる手続  

２ 甲は、前項の場合において委託業務の成果に係る産業財産権の権利の成立に係る登

録が日本国において行われたとき（ただし、日本国における登録が行われたとき権利

が成立していない他の外国の権利にあっては、当該外国において権利が成立したとき

とする。）に、乙に対し、乙が当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の

成立に係る登録までに要したすべての経費を支払うものとする。  

 

（職務発明規程の整備）  

第１１条 乙は、この契約の締結後速やかに従業者又は役員（以下「従業者等」という。）

が行った発明等が委託業務を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等を

するに至った行為がその従業者等の職務に属する場合には、その発明等に係る知的財

産権が乙に帰属する旨の契約をその従業者等と締結し、又はその旨を規定する勤務規

則等を定めなければならない。ただし、乙が知的財産権を従業者等から乙に承継させ

る旨の契約を乙の従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規則等を定めて

おり、これらを委託業務に適用できる場合は、この限りでない。  

 

以上 


